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B-12 肺血栓塞栓症予防管理料（下肢手術） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、下肢手術に対する肺血栓塞栓症予防管理料の算定は認めら

れる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 肺血栓塞栓症予防管理料に係る留意事項通知には「肺血栓塞栓症の予防

に係る計画的な医学管理を行うにあたっては、関係学会より標準的な管理

方法が示されているので、患者管理が適切になされるよう十分留意された

い。」とあり、その標準的な管理方法というのは「肺血栓塞栓症/深部静脈

血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイドライン」であることが示されている。 

 当該ガイドラインにおいて、「脊椎手術、骨盤・下肢手術」は中リスクと

なっており、年齢にかかわらず、肺血栓塞栓症予防管理料の算定の要件を

満たすため、算定は認められると整理した。 

 

 


